
グッドスキルマーク（一級技能士等が製作した製品等に表示するロゴマーク）事業 

 

 ○ 一級技能士等が製作した製品を認定し、グッドスキルマーク（一級技能士等が製作した製品等に表示するロゴ
マーク）の表示を認めることにより、直接、国内外の消費者に対して、「技能」が活きた製品の付加価値の高さをア
ピールし、ものづくり日本の再興と熟練技能の継承を図る。 

 

目的 

 ○ グッドスキルマークの対象は、「一級技能士」等が製品の完成まで一貫して関与して製作した「製品」。 

 ○ 事業受託者は、製品の認定を審査する委員会を設置、運営し、国の定める基準に基づき、実地調査等を含めた
認定審査の事務を行う。 

 ○ また、事業受託者は、グッドスキルマークの普及促進のため、周知・広報を行う。 
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申請意欲の喚起 

 
        
 

別紙３ 


